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第１回 内灘町子どもの権利委員会 

 

日時：令和２年７月２７日（月）午後２時 

場所：内灘町役場 ３階 ３０１・３０２会議室 

 

１ 委嘱状の交付 

 

 

 

２ 開会挨拶 

教育長 久下 恭功 

 

 

 

３ 議件 

（１）委員長・副委員長の互選について 

 

（２）委員会設置の経緯と今後の進め方について………………………………p.3～4 

 

（３）内灘町子どもの権利条例推進計画に係る施策の実施状況の検証及び 

計画の見直しについて………………………………………………………p.5～10 

 

（４）子どもの権利に関するアンケート（案）について………………………p.11～23 

 

（５）その他 

 

 

 

４ 閉会 

 

 

 

 

 

 



内灘町子どもの権利委員会　委員名簿

（敬称略・順不同）

区分 所属等 氏名

1 学識経験者 金沢大学　名誉教授 浅野　秀重

2 内灘町民生児童委員協議会　代表 小林　由利子

3 人権擁護委員　代表 藤田　邦子

4 内灘町公民館協議会　会長 中川　勝美

5 内灘町子ども会連絡協議会　会長 宮前　貴男

6 内灘町PTA連合会　会長 中村　敏男

7 内灘町保健センター　所長 上前　久美子

8 内灘町立保育所長　代表 岡田　順子

9 内灘町子育て支援センター　所長 西村　美和

10 内灘町校長会　会長 岡田　秀

11 内灘町教育センター　所長 桐山　一人

事務局

区分 役職 氏名

1 教育長 久下　恭功

2 教育部長 上出　功

3 文化スポーツ課長 上出　勝浩

4 文化スポーツ課長補佐 中佐　光人

5 文化スポーツ課　主事 船本　真美

各種団体代表

関係行政機関
職員

事務局

- 2 -



- 3 - 

○内灘町子どもの権利委員会設置要綱 

令和二年六月三十日 

教委告示第六号 

（趣旨） 

第一条 この要綱は、内灘町子どもの権利条例（平成二十三年内灘町条例第十七号）

（以下「条例」という。）第十六条第一項の規定により、内灘町子どもの権利委員

会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 

（所掌事項） 

第二条 委員会は、条例第十六条第二項及び第十七条第二項に規定する事項を所掌す

る。 

（組織） 

第三条 委員会は、委員十一人以内をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験者、各種団体を代表する者、関係行政機関の職員、その他教育

委員会が適当と認める者の中から教育委員会が委嘱する。 

（任期） 

第四条 委員の任期は、委嘱の日から所掌事項が終了するまでの期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第五条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第六条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長は委員長がこれに当たる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

（庶務） 

第七条 委員会の庶務は、教育部文化スポーツ課において行う。 

（委任） 

第八条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員

会が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和二年七月一日から施行する。 

（内灘町子どもの権利条例推進計画検討委員会設置要綱の廃止） 

２ 内灘町子どもの権利条例推進計画検討委員会設置要綱（平成二十四年内灘町教委

告示第二号）は、廃止する。 

 



【内灘町子どもの権利委員会】内灘町子どもの権利条例推進計画　検証・計画見直しスケジュール

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

※第２次計画：仮称

区分 事務局 委員会

令和
２年度

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

委員就任・推薦依頼送付                                                                                                                     

第1回子どもの権利委員会 

アンケートの実施 

（対象：小中学生・保護者） 

第２次計画（案）を教育委員会に提出 

第３回子どもの権利委員会 

意見・疑義等を踏まえ第２次計画（案）作成 

委員会案内・第２次計画（案）郵送 

修正後、第２次計画（案）完成 

第２次計画※の素案作成・郵送 

・パブリックコメントの結果に 

 ついて 

・第２次計画（案）について 

・委嘱 

・状況表に基づき検証 

・計画見直しについて 

・アンケート（案）について 

委員会案内・状況表郵送                                                                                                                     

各課に実績照会、状況表作成 

子ども会議の実施・子ども会議を

踏まえた第２次計画（案）修正 

第２次計画（案）に対する 

意見募集（パブリックコメント）

の実施・パブコメを踏まえた第２

次計画（案）修正 

第２回子どもの権利委員会 

・アンケートの結果について 

・第２次計画（案）について 
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子どもの権利に関するアンケート調査の概要 

 

1 目的 

町内の子どもや保護者の、子どもの権利に関する意識や内灘町子どもの権利条

例の認知度等について把握し、「第２次内灘町子どもの権利条例推進計画（仮称）」

策定の参考資料とする。 

 

2 調査期間 

令和 2年 8～9月 

 

3 対象 

町内の小学校 4～6年生とその保護者、中学校 1～3年生とその保護者 

 

4 調査方法 

各学校を通じて、児童・生徒・保護者にアンケート用紙を配布・回収する。 

 

5 調査の実施主体 

 内灘町 
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子ども用 

 

内灘
なだ

町子どもの権利
け ん り

に関
かん

するアンケート調査
ちょうさ

 

ご 協 力
きょうりょく

のお願
ねが

い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年 8 月 

<調査
ちょうさ

企画
き か く

・実施
じ っ し

> 内灘
なだ

町教 育
きょういく

委員会
いいんかい

教育部
きょういくぶ

文化
ぶ ん か

スポーツ課
か

 

 

【書くときの注意】 

１ 鉛筆
えんぴつ

、シャープペンまたは、黒・青のボールペンで書いてください。 

２ アンケート用紙にあなたの名前を書く必要はありません。 

３ 答えは、あてはまる番号を「○」でかこんでください。 

４ 答えの○の数は、質問
しつもん

ごとにちがいます。 

（例：「○は１つ」「〇はいくつでもいいです」） 

５ 「その他」に○をつけた場合は、（  ）に内容
ないよう

を書いてください。 

内灘
なだ

町では、「子どもの健
すこ

やかな成長と生 涯
しょうがい

にわたる幸せを願
ねが

い、一人ひとりの

個性
こ せ い

が 輝
かがや

くこと」を目的
もくてき

として「内灘
なだ

町子どもの権利
け ん り

条 例
じょうれい

」を平成２３年１２月

につくりました。 

このアンケートでは、みなさんがふだん、どのようなことを感じていたり、考え

ていたりするのかをお聞きして、この条 例
じょうれい

をすすめていくための参考
さんこう

にしたいと

考えています。  

アンケートは、内灘
なだ

町の小学校、中学校に通う小学４年生から中学３年生のみな

さんに対して行うものです。  

回答
かいとう

は、一人ひとりの大切な意見として 扱
あつか

います。答えたことを他の人に知られ

ることはありません。 

協 力
きょうりょく

をお願
ねが

いします。 
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問１ あなたは次のどれにあてはまりますか？（○は１つ） 

１ 小学４年生 ４ 中学１年生 

２ 小学５年生 ５ 中学２年生 

３ 小学６年生 ６ 中学３年生 

 

問２ あなたが今、「がんばっていること」、「一生けんめいにやっていること」、「や

りがいを感じていること」は何ですか？「ない」場合は、１５に〇をつけてくだ

さい。（〇はいくつでもいいです） 

１ 学校の勉強 

２ 学校のクラブ活動・部活動 

３ 学校の児童会
じどうかい

・生徒会活動 

４ 学校の行事
ぎょうじ

 

５ 地域
ち い き

でのスポーツ活動（野球・サッカー・剣道・水泳など） 

６ 習
なら

い事（ピアノ・習字・そろばん・英会話など） 

７ 塾
じゅく

の勉強 

８ 子ども会・児童部
じ ど う ぶ

の活動 

９ 読書 

１０ 友達との遊びや活動 

１１ パソコンやスマホ、インターネットなど 

１２ 一人でするテレビゲーム 

１３ 家の手伝い 

１４ その他（                            ） 

１５ 今、がんばっていること、一生けんめいにやっていること、 

やりがいを感じていることはない 
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問３ あなたは今、楽
たの

しく 幸
しあわ

せにすごしていると思いますか？（○は１つ） 

１ そう思う ３ あまりそう思わない 

２ まあそう思う ４ そう思わない 

 

問４ あなたは、自分のことが好きですか？（○は１つ） 

１ そう思う ３ あまりそう思わない 

２ まあそう思う ４ そう思わない 

 

問５ あなたは、家族から大切にされていると思いますか？（○は１つ） 

１ そう思う ３ あまりそう思わない 

２ まあそう思う ４ そう思わない 

 

問６ あなたにとって、ほっとでき、安心していられるところはどこですか？「ない」

場合は、１７に〇をつけてください。（〇はいくつでもいいです） 

１ 自分の部屋 １０ 町の図書館 

２ 自分の家 １１ 公園 

３ 友達の家 １２ 公民館 

４ おじいちゃん、おばあちゃん、 

親せきの家 

１３ 塾
じゅく

や習
なら

い事
こと

の教室 

５ 学校の教室 １４ スポーツのできる場所・建物 

６ 学校の相談
そうだん

室 １５ お店（書店、ショッピングセン

ター、コンビニなど） 

７ 学校の保健
ほ け ん

室 １６ その他（         ） 

８ 学校のその他の部屋 

（図書室など） 

１７ ほっとでき、安心していられる

ところはない 

９ 学童
がくどう

・子育て支援
し え ん

センター  
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問７ 家族に、あなたの考えや思っていることを聞いてもらっていると思いますか？

（○は１つ） 

１ そう思う（問８へ） ３ あまりそう思わない 

２ まあそう思う（問８へ） ４ そう思わない 

 

問８ 問７で、１、２に〇をつけた人にお聞きします。聞いてもらった内容は何です

か？（〇はいくつでもいいです） 

１ 将 来
しょうらい

のこと ５ 塾
じゅく

や習
なら

い事
ごと

のこと 

２ 勉 強
べんきょう

のこと ６ 公民館
こうみんかん

や子ども会・児童部
じ ど う ぶ

のこと 

３ 学校のこと ７ 家族や家のこと 

４ 友達
だち

や先生のこと ８ その他（          ） 

 

問９ 学校で先生に、あなたの考えや思っていることを聞いてもらっていると思いま

すか？（○は１つ） 

１ そう思う（問１０へ） ３ あまりそう思わない 

２ まあそう思う（問１０へ） ４ そう思わない 

 

問１０ 問９で、１、２に〇をつけた人にお聞きします。聞いてもらった内容は何で

すか？（〇はいくつでもいいです） 

１ 将 来
しょうらい

のこと ５ 塾
じゅく

や習
なら

い事
ごと

のこと 

２ 勉 強
べんきょう

のこと ６ 公民館
こうみんかん

や子ども会・児童部
じ ど う ぶ

のこと 

３ 学校のこと ７ 家族や家のこと 

４ 友達
だち

や先生のこと ８ その他（          ） 

 

問１１ 公民館
こうみんかん

の人、子ども会・児童部
じ ど う ぶ

の人、近所
きんじょ

の人に、あなたの考えや思ってい

ることを聞いてもらっていると思いますか？（○は１つ） 

１ そう思う（問１２へ） ３ あまりそう思わない 

２ まあそう思う（問１２へ） ４ そう思わない 
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問１２ 問１１で、１、２に〇をつけた人にお聞きします。聞いてもらった内容は何

ですか？（〇はいくつでもいいです） 

１ 将 来
しょうらい

のこと ５ 塾
じゅく

や習
なら

い事
ごと

のこと 

２ 勉 強
べんきょう

のこと ６ 公民館
こうみんかん

や子ども会・児童部
じ ど う ぶ

のこと 

３ 学校のこと ７ 家族や家のこと 

４ 友達
だち

や先生のこと ８ その他（          ） 

 

問１３ あなたが、困
こま

ったり、悩
なや

んだりしていることはどんなことですか？「ない」

場合は、１２に〇をつけてください。（〇はいくつでもいいです） 

１ 家族のこと ７ 習
なら

い事
ごと

のこと 

２ 友達のこと ８ 将 来
しょうらい

のこと 

３ 好
す

きな人のこと ９ 地域
ち い き

や社会のこと 

４ 先生のこと １０ 自分の性格
せいかく

やからだのこと 

５ 勉 強
べんきょう

のこと １１ その他（         ） 

６ クラブ活動や部活動のこと １２ 悩
なや

んでいることはない 

 

問１４ あなたが、困
こま

ったり、悩
なや

んだりしたとき、誰に相談しますか？「誰にも相談

しない」場合は、１５に○をしてください。（〇はいくつでもいいです） 

１ 親 ９ スクールカウンセラーの先生 

２ きょうだい １０ 学童
がくどう

の先生 

３ おじいちゃん、おばあちゃん １１ 塾
じゅく

や習
なら

い事
こと

の先生 

４ 友達
だち

 １２ スポーツ少年団やクラブチー

ムの監督
かんとく

・コーチ 

５ インターネットの友達
だち

 １３ 公民館
こうみんかん

の人、子ども会・児童部
じ ど う ぶ

の人、近所
きんじょ

の人 

６ 担任
たんにん

の先生 １４ その他（         ） 

７ 保健
ほ け ん

室の先生 １５ 誰
だれ

にも相談
そうだん

しない 

８ クラブ・部活動の先生  
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問１５ 内灘町には、内灘町で生活する子どもたちの、「子どもの権利
け ん り

」をみんなで

大切にするために、「内灘町子どもの権利
け ん り

条 例
じょうれい

」があります。あなたは、これ

を知っていますか？（○は１つ） 

１ 知っている 

２ 知らない 

 

問１６ 内灘町の好
す

きなところを教えてください。（自由に書いてください。） 

（海
うみ

があるところ、近所
きんじょ

の人がやさしいところ、 恐 竜
きょうりゅう

公園
こうえん

など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１７ 町がもっと良
よ

くなるにはどうすればよいと思いますか？（自由に書いてくだ

さい。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。 
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保護者用 

 

内灘町子どもの権利に関するアンケート調査 

ご協力のお願い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年 8 月 

 

<調査企画・実施> 

内灘町教育委員会教育部文化スポーツ課 

内灘町字大学１丁目２番地１ 

TEL 076-286-6716 

【ご記入にあたっての注意】 

１ 鉛筆、シャープペンまたは、黒・青のボールペンでご記入ください。 

２ アンケート用紙にあなたの名前を書く必要はありません。 

３ お答えは、あてはまる番号を「○」でかこんでください。 

４ 答えの○の数は、質問ごとにちがいます。 

（例：「○は１つ」「〇はいくつでもいいです」） 

５ 「その他」に○をつけた場合は、（  ）に内容をご記入ください。 

６ お子さん１名に対し、アンケート１部です。 

お子さんが２名以上いる場合は、大変お手数をおかけしますが、 

お子さんの人数分の回答をよろしくお願いいたします。 

７ 記入後、返信用封筒に入れ、お子さんを通じて担任の先生にご提出ください。 

内灘町では、「子どもの健やかな成長と生涯にわたる幸せを願い、一人ひとりの個

性が輝くこと」を目的として「内灘町子どもの権利条例」を平成２３年１２月につ

くりました。 

このアンケートでは、みなさんの子どもの権利に関する意識や条例の認知度等につ

いてお聞きして、条例を推進していくための参考にしたいと考えています。  

アンケートは、内灘町の小学校、中学校に通う小学４年生から中学３年生、及びそ

の保護者のみなさんに対して行うものです。  

回答は、一人ひとりの大切な意見として扱います。答えたことを他の人に知られる

ことはありません。 

ぜひ、ご協力をよろしくお願いします。 
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問１ お子さん（子ども用アンケートの回答者）は次のどれにあてはまりますか？（○

は１つ） 

１ 小学４年生 ４ 中学１年生 

２ 小学５年生 ５ 中学２年生 

３ 小学６年生 ６ 中学３年生 

 

問２ お子さんが今、「がんばっていること」、「一生けんめいにやっていること」、「や

りがいを感じていること」は何だと思いますか？「ない」場合は、１５に〇をつ

けてください。（〇はいくつでもいいです） 

１ 学校の勉強 

２ 学校のクラブ活動・部活動 

３ 学校の児童会・生徒会活動 

４ 学校の行事 

５ 地域でのスポーツ活動（野球・サッカー・剣道・水泳など） 

６ 習い事（ピアノ・習字・そろばん・英会話など） 

７ 塾の勉強 

８ 子ども会・児童部の活動 

９ 読書 

１０ 友達との遊びや活動 

１１ パソコンやスマホ、インターネットなど 

１２ 一人でするテレビゲーム 

１３ 家の手伝い 

１４ その他（                            ） 

１５ 今、がんばっていること、一生けんめいにやっていること、 

やりがいを感じていることはない 
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問３～５は、あなたから見て、お子さんが自身をどう思っているかをお答えください。 

 

問３ お子さんは、「今、楽しく幸せにすごしている」と思っている。（○は１つ） 

１ そう思う ３ あまりそう思わない 

２ まあそう思う ４ そう思わない 

 

問４ お子さんは、「自分のことが好き」だと思っている。（○は１つ） 

１ そう思う ３ あまりそう思わない 

２ まあそう思う ４ そう思わない 

 

問５ お子さんは、「家族から大切にされている」と思っている。（○は１つ） 

１ そう思う ３ あまりそう思わない 

２ まあそう思う ４ そう思わない 

 

 

問６ お子さんにとって、ほっとでき、安心していられるところはどこだと思います

か？「ない」場合は、１７に〇をつけてください。（〇はいくつでもいいです） 

１ 自分の部屋 １０ 町の図書館 

２ 自分の家 １１ 公園 

３ 友達の家 １２ 公民館 

４ おじいちゃん、おばあちゃん 

親せきの家 

１３ 塾や習い事の教室 

５ 学校の教室 １４ スポーツのできる場所・建物 

６ 学校の相談室 １５ お店（書店、ショッピングセン

ター、コンビニなど） 

７ 学校の保健室 １６ その他（         ） 

８ 学校のその他の部屋 

（図書室など） 

１７ ほっとでき、安心していられる

ところはない 

９ 学童・子育て支援センター  
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問７ あなたから見て、お子さんがどう思っているかをお答えください。 

家族に、「自分の考えや思っていることをちゃんと聞いてもらっている」と思っ

ている。（○は１つ） 

１ そう思う（問８へ） ３ あまりそう思わない 

２ まあそう思う（問８へ） ４ そう思わない 

 

問８ 問７で、１、２に〇をつけた人にお聞きします。聞いてもらった内容は何だと

思いますか？（〇はいくつでもいいです） 

１ 将来のこと ５ 塾や習い事のこと 

２ 勉強のこと ６ 公民館や子ども会・児童部のこと 

３ 学校のこと ７ 家族や家のこと 

４ 友達や先生のこと ８ その他（          ） 

 

問９ あなたから見て、お子さんがどう思っているかをお答えください。 

お子さんは、学校で先生に、「自分の考えや思っていることをちゃんと聞いて

もらっている」と思っている。（○は１つ） 

１ そう思う（問１０へ） ３ あまりそう思わない 

２ まあそう思う（問１０へ） ４ そう思わない 

 

問１０ 問９で、１、２に〇をつけた人にお聞きします。聞いてもらった内容は何だ

と思いますか？（〇はいくつでもいいです） 

１ 将来のこと ５ 塾や習い事のこと 

２ 勉強のこと ６ 公民館や子ども会・児童部のこと 

３ 学校のこと ７ 家族や家のこと 

４ 友達や先生のこと ８ その他（          ） 

 

問１１ あなたから見て、お子さんがどう思っているかをお答えください。 

お子さんは、公民館の人、子ども会・児童部の人、近所の人に、「自分の考え

や思っていることをちゃんと聞いてもらっている」と思っている。（○は１つ） 

１ そう思う（問１２へ） ３ あまりそう思わない 

２ まあそう思う（問１２へ） ４ そう思わない 
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問１２ 問１１で、１、２に〇をつけた人にお聞きします。聞いてもらった内容は何

だと思いますか？（〇はいくつでもいいです） 

１ 将来のこと ５ 塾や習い事のこと 

２ 勉強のこと ６ 公民館や子ども会・児童部のこと 

３ 学校のこと ７ 家族や家のこと 

４ 友達や先生のこと ８ その他（          ） 

 

問１３ お子さんが、困ったり、悩んだりしていることはどんなことだと思います

か？「ない」場合は、１２に〇をつけてください。（〇はいくつでもいいです） 

１ 家族のこと ７ 習い事のこと 

２ 友達のこと ８ 将来のこと 

３ 好きな人のこと ９ 地域や社会のこと 

４ 先生のこと １０ 自分の性格やからだのこと 

５ 勉強のこと １１ その他（         ） 

６ クラブ活動や部活動のこと １２ 悩んでいることはない 

 

 

問１４ お子さんが、困ったり、悩んだりしたとき、誰に相談すると思いますか？「誰

にも相談しない」場合は、１５に○をしてください。（〇はいくつでもいいで

す） 

１ 親 ９ スクールカウンセラーの先生 

２ きょうだい １０ 学童の先生 

３ おじいちゃん、おばあちゃん １１ 塾や習い事の先生 

４ 友達 １２ スポーツ少年団やクラブチー

ムの監督・コーチ 

５ インターネットの友達 １３ 公民館の人、子ども会・児童部

の人、近所の人 

６ 担任の先生 １４ その他（         ） 

７ 保健室の先生 １５ 誰にも相談しない 

８ クラブ・部活動の先生  
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問１５～１６は、あなたのことやあなたの考えをお答えください。 

 

問１５ 内灘町には、内灘町で生活する子どもたちの、「子どもの権利」をみんなで

大切にするために、「内灘町子どもの権利条例」があります。あなたは、これ

を知っていますか？（○は１つ） 

１ 知っている 

２ 知らない 

 

問１６ 内灘町では「内灘町子どもの権利条例推進計画」を策定し、内灘町に住む子

どもの権利の保障に関する施策に取り組んでいます。 あなたは、内灘町の子

どもの権利の保障の状況をどのようにお考えですか。あなたのご意見を自由に

お書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 


